
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源を有する液晶表示装置において、
　複数の発光素子が平面的に配列されてなる２次元発光素子アレイ板と、各発光素子に対
応する複数の画素を有する液晶パネルと、を有し、
　前記各発光素子の光出射部は、前記各画素の光透過領域内に配置され

液晶表示装置。
【請求項２】
　請求項 記載の液晶表示装置において、
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、
　それぞれの前記発光素子は、半導体発光素子であり、層厚方向に配置される少なくとも
３層の発光部と、少なくとも４層の反射鏡と、を含み、
　第１、第２及び第３の前記発光部は、それぞれ第１、第２及び第３の異なる波長の光を
放出し、第１の波長＜第２の波長＜第３の波長、という関係を満たし、
　第１の前記反射鏡、第１の前記発光部、第２の前記反射鏡、第２の前記発光部、第３の
前記反射鏡、第３の前記発光部、及び第４の前記反射鏡、の順序で多層構造をなし、
　前記第１の反射鏡は、前記第４の反射鏡よりも反射率が低く、前記光出射部を構成し、
　前記第２の反射鏡は、前記第１の波長の光を反射し、かつ、前記第２及び第３の波長の
光を透過させ、
　前記第３の反射鏡は、前記第２の波長の光を反射し、かつ、前記第３の波長の光を透過
させ、
　前記第４の反射鏡は、前記第３の波長の光を反射させる
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　前記第１、第２及び第３の波長の光は、所定の周期で順に出力され、
　前記液晶パネルは、前記周期と同調して駆動され、
　単位時間に前記液晶パネルを透過する各波長の光の時間的割合に応じて、目の残像作用
によって複数色のカラー表示をする液晶表示装置。
【請求項３】
　請求項１ 請求項 記載の液晶表示装置において、
　前記発光素子は、面発光型の半導体レーザであり、
　活性層を挟む一対のクラッド層の少なくとも一方が、断面形状においていずれかの方向
に短い柱状をなす液晶表示装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項 のいずれかに記載の液晶表示装置において、レンズ及びスクリー
ンを有する投写型の液晶表示装置。
【請求項５】
　請求項 記載の液晶表示装置において、
　前記スクリーンの前面に画像を投写する前面投写型の液晶表示装置。
【請求項６】
　請求項 記載の液晶表示装置において、
　前記スクリーンの背面に画像を投写する背面投写型の液晶表示装置。
【請求項７】
　請求項１乃至 のいずれかに記載の液晶表示装置において、
　前記液晶パネルは、基板を有し、前記基板には、画素電極と、この画素電極への電圧の
印加を制御するスイッチとしてのトランジスタと、が設けられる液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、直視透過型又は投写型の液晶表示装置に関する。
【０００２】
【発明の背景】
直視透過型又は投写型の液晶表示装置は、光源としてハロゲンランプなどを備えている。
このようなランプは、発熱量が多くしかも可視光以外の光が多くて利用効率の点で劣るも
のであった。特に、カラー表示をするためにカラーフィルタを通すと、一層利用効率が劣
る。
【０００３】
そこで、特開平４－２６３２４４号公報には、赤、緑、青の３色のレーザ光を光源とする
画像表示装置が開示されている。レーザ光は、波長が揃った色光であるため、従来のラン
プよりも利用効率の高いものである。
【０００４】
しかしながら、光の利用効率は、液晶パネルの開口率にも起因する。つまり、光源からの
光は、全てが液晶パネルを通過するのではなく、ブラックマトリクス、信号線及びトラン
ジスタ部などのいわゆるデッドエリアで遮蔽される。そして、光が透過する率を向上させ
るには、デッドエリアを少なくすること、すなわち開口率を上げることが必要である。し
かし、デッドエリアをなくすことはできないので、開口率の向上には限界がある。
【０００５】
本発明は、上記課題を解決するものであり、その目的は、光の透過率を高め、光の利用効
率を高めた液晶表示装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明に係る液晶表示装置は、光源を有する液晶表示装置において、
複数の発光素子が平面的に配列されてなる２次元発光素子アレイ板と、各発光素子に対応
する複数の画素を有する液晶パネルと、を有し、
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前記各発光素子の光出射部は、前記各画素の光透過領域内に配置される。
【０００７】
本発明によれば、点光源としての光出射部が画素の光透過領域内に配置されているので、
従来の面光源と比較して、光がほとんど遮蔽されない。
【０００８】
発光素子として、発光ダイオードや半導体レーザなどがある。いずれも従来のハロゲンラ
ンプ等よりも、発熱量が少なく、必要な波長に限定することができるので、利用効率が高
い。
【０００９】
特に、発光素子として半導体レーザが使用されるときには、出射される光の偏波面が揃っ
ているので、液晶パネルにおける光の入射側の偏光板を省略することができる。
【００１２】
　本発明は、
　それぞれの前記発光素子は、半導体発光素子であり、層厚方向に配置される少なくとも
３層の発光部と、少なくとも４層の反射鏡と、を含み、
　第１、第２及び第３の前記発光部は、それぞれ第１、第２及び第３の異なる波長の光を
放出し、第１の波長＜第２の波長＜第３の波長、という関係を満たし、
　第１の前記反射鏡、第１の前記発光部、第２の前記反射鏡、第２の前記発光部、第３の
前記反射鏡、第３の前記発光部、及び第４の前記反射鏡、の順序で多層構造をなし、
　前記第１の反射鏡は、前記第４の反射鏡よりも反射率が低く、前記光出射部を構成し、
　前記第２の反射鏡は、前記第１の波長の光を反射し、かつ、前記第２及び第３の波長の
光を透過させ、
　前記第３の反射鏡は、前記第２の波長の光を反射し、かつ、前記第３の波長の光を透過
させ、
　前記第４の反射鏡は、前記第３の波長の光を反射させる
【００１３】
本発明では、第１及び第２の反射鏡の間に第１の発光部が介在している。ここで、第２の
反射鏡は、第１の波長の光を反射するので、第１の波長の光は第１及び第２の反射鏡の間
で共振して増幅される。
【００１４】
また、第１及び第３の反射鏡の間に第２の発光部が介在している。ここで、第２の反射鏡
は、第２の波長の光を透過し、第３の反射鏡は、第２の波長の光を反射する。したがって
、第２の波長の光は、第１及び第３の反射鏡の間で共振して増幅される。
【００１５】
さらに、第１及び第４の反射鏡の間に第３の発光部が介在している。ここで、第２及び第
３の反射鏡は、第３の波長の光を透過し、第４の反射鏡は、第３の波長の光を反射する。
したがって、第３の波長の光は、第１及び第４の反射鏡の間で共振して増幅される。
【００１６】
こうして、３層の発光部のそれぞれは、一対の反射鏡の間に介在する。そして、それぞれ
の発光部からの異なる波長の光を、一つの光出射部から出射することができる。
【００１７】
しかも、第１の波長＜第２の波長＜第３の波長、という関係が満たされている。その理由
は次の通りである。短い波長の光はエネルギーが大きく、長い波長の光はエネルギーが小
さい。また、短い波長の光を放出するときの半導体のエネルギーギャップは大きく、長い
波長の光を放出するときのエネルギーギャップは小さい。さらに、光のエネルギーが半導
体のエネルギーギャップよりも大きいと、半導体による光吸収の現象によって、光が吸収
される。
【００１８】
本発明では、第１、第２、第３の発光部の順に、放出する光の波長が長くなりエネルギー
ギャップが小さくなるように層をなしている。したがって、第２の波長の光が第１の発光
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部を通過するときに、この光のエネルギーは、第１の発光部のエネルギーギャップよりも
小さいので光吸収は生じない。また、第３の波長の光が第１及び第２の発光部を通過する
ときに、この光のエネルギーは、第１及び第２の発光部のエネルギーギャップよりも小さ
いので光吸収は生じない。
【００１９】
こうして、層厚方向に形成された複数の発光部からの光を、全て同一方向から出射させる
ことができる。
【００２０】
本発明によれば、一つの画素自体を複数色にすることでカラー表示をすることができる。
したがって、複数のドットを混合させて複数色にする液晶表示装置に比べて、高解像表示
が可能である。
【００２１】
本発明は、
前記第１、第２及び第３の波長の光は、所定の周期で順に出力され、
前記液晶パネルは、前記周期と同調して駆動され、
単位時間に前記液晶パネルを透過する各波長の光の時間的割合に応じて、目の残像作用に
よって複数色のカラー表示をすることが好ましい。
【００２２】
本発明によれば、第１、第２及び第３の波長の光の周期に同調して、液晶パネルが駆動さ
れる。そして、所望の波長つまり色の光だけを透過させることができる。ここで、継続的
に光の色が切り換えが、速すぎて人間の目には判別できないとき、残像作用によって切り
換えられた色は混色されて見える。こうして、透過する光の時間的割合によって、カラー
表示をすることができる。
【００２３】
本発明は、
前記発光素子は、面発光型の半導体レーザであり、
活性層を挟む一対のクラッド層の少なくとも一方が、断面形状においていずれかの方向に
短い柱状をなす。
【００２４】
本発明によれば、断面形状の短手方向に沿った偏波面のレーザ光を出射することができる
。詳しくは、特開平６－２８３８１８号公報に記載されている。この半導体レーザによれ
ば、レーザ光の偏波面を予め設定することが容易なので、液晶パネルを透過させるのに好
適な光を出射することができる。
【００２５】
　本発明は、レンズ及びスクリーンを有する投写型であることが好ましい。例えば、スク
リーンの前面に画像を投写する前面投写型、又はスクリーンの背面に画像を投写する背面
投写型等である。

前記液晶パネルは、基板を有し、前記基板には、画素電極と、この画素電極への電圧の
印加を制御するスイッチとしてのトランジスタと、が設けられ
【００２６】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
以下、本発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。図２は、第１の実施
形態に係る液晶表示装置１を示す概略図である。この液晶表示装置１は、３枚の液晶パネ
ル１０、１２、１４と、３枚の発光素子アレイ板２０、２２、２４と、を有する投写型デ
ィスプレイである。
【００２７】
発光素子アレイ板２０、２２、２４からは、それぞれ赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の光
を発するようになっている。各液晶パネル１０、１２、１４で変調された光は、ダイクロ
イックプリズム１５にて合成され、レンズ１６にて拡大されて、スクリーン１７に投影さ
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れる。
【００２８】
ここで、ダイクロイックプリズム１５及びレンズ１６を含む光学系１８は、公知の構成で
あるので説明を省略する。この液晶表示装置１は、スクリーン１７の前面から見るように
すれば前面投写型ディスプレイとなり、スクリーン１７を透過する光をその背面から見る
ようにすれば背面投写型ディスプレイとなる。
【００２９】
図１は、液晶パネル１０及び発光素子アレイ板２０を示す分解斜視図である。図２に示す
液晶パネル１２、１４及び発光素子アレイ板２２、２４も同様の構成である。
【００３０】
図１において、液晶パネル１０は、ＴＦＴ基板３０と対向基板３２との間に液晶３４を封
入し、対向基板３２の外側に偏光板３６を取り付けて構成される。ＴＦＴ基板３０には、
透明な画素電極３８と、この画素電極３８への電圧の印加を制御するスイッチとしてのト
ランジスタ４０と、が設けられる。対向基板３２には、共通電極４２が設けられている。
画素電極３８と共通電極４２との間の電位差によって液晶３４が駆動される。対向基板３
２は、無着色で、カラーフィルタを有しない。
【００３１】
この液晶パネル１０は、対向基板３２の外側にのみ偏光板３６が設けられており、発光素
子アレイ板２０の側には偏光板が設けられていない。その理由は、発光素子アレイ板２０
から出射される光が、レーザ光であって、光の偏波面が揃っているからである。
【００３２】
発光素子アレイ板２０は、平面的に複数配列された半導体レーザ５０を含む。図３（Ａ）
は半導体レーザ５０の斜視断面図であり、図３（Ｂ）は平面図である。具体的には、図１
に示す画素電極３８と同数の半導体レーザ５０が設けられている。例えば、画素電極３８
及び半導体レーザ５０は、それぞれ６４０×４８０個が設けられている。
【００３３】
各半導体レーザ５０の光出射部となる反射鏡５２は、図１に示すように、光透過領域とし
ての画素電極３８に対応する領域４４内に配置されている。
【００３４】
ここで、画素電極３８の一辺は２０μｍ程度であり、反射鏡５２の直径は０．５～数μｍ
程度である。また、半導体レーザ５０の一辺も１～１０数μｍ程度である。
【００３５】
このように、本実施形態では、画素電極３８に対応する領域４４内に反射鏡５２が配置さ
れているので、反射鏡５２から出射されるレーザ光は、トランジスタ４０によって遮られ
ない。したがって、レーザ光を遮るものがないため、光の利用効率が格段に向上する。ま
た、半導体レーザ５０は、発熱量が少なく、波長が揃っている点でも効率的である。
【００３６】
さらに、半導体レーザ５０は、レーザ光の偏波面を、設計通りの方向に揃えられるように
なっている。その構成の詳細は、特開平６－２８３８１８号公報に開示されているので、
その概略を以下説明する。
【００３７】
図３（Ａ）に示すように、半導体レーザ５０において、基板５４上には、バッファ層５６
を介して、反射鏡５８が設けられている。反射鏡５８上には、クラッド層６０、活性層６
２及びクラッド層６４が設けられている。
【００３８】
活性層６２の材料として、赤（Ｒ）のレーザ光用としてＡｌＧａＩｎＰ、ＡｌＧａＡｓな
どの  III－Ｖ族化合物半導体、緑（Ｇ）又は青（Ｂ）のレーザ光用としてＩｎＧａＮ、Ｇ
ａＮ、ＳｉＣ又はＺｎＳｅなどの II－ VI族化合物半導体が用いられる。
【００３９】
クラッド層６４は、柱状部６４ａを有する。柱状部６４ａの断面は、図３（Ｂ）に示すよ
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うに、短辺Ｗ 1 ×長辺Ｗ 2 の長方形となっている。この柱状部６４ａの上には、導電性の
コンタクト層６８が形成されている。柱状部６４ａ及びコンタクト層６８は、埋込層６６
によって囲まれている。
【００４０】
そして、埋込層６６及びコンタクト層６８の上には、電極層７０が形成されている。この
電極層７０には、小孔７０ａが形成されている。小孔７０ａは、コンタクト層６８上に位
置しているが、コンタクト層６８よりも小さく形成されている。したがって、小孔７０ａ
が形成されているにもかかわらず、電極層７０はコンタクト層６８と電気的に接続されて
いる。小孔７０ａ内には、上述した反射鏡５２が形成されている。また、基板５４には、
バッファ層５６とは反対側に電極層７２が形成されている。電極層７０、７２によって、
半導体のキャリアに反転分布を形成するための電圧を印加する。
【００４１】
この半導体レーザ５０によれば、レーザ光の偏波面は、クラッド層６４の柱状部６４ａの
断面における短辺Ｗ 1 と平行になる。したがって、発光素子アレイ板２０の全ての半導体
レーザ５０において、短辺Ｗ 1 を同一方向に向けておけば、全てのレーザ光の偏波面が平
行に揃う。これによって、本実施形態に係る液晶表示装置１において、発光素子アレイ板
２０の側の偏光板を省略することができる。また、偏光板によって偏波面を揃えることが
行われないので、レーザ光の利用効率が高まる。
【００４２】
なお、上記柱状部６４ａの断面は、長方形に限らず楕円形としてもよい。この場合、レー
ザ光の偏波面は、短直径の方向と平行になる。
【００４３】
また、上記半導体レーザ５０の代わりに、発光ダイオードを使用してもよい。ただし、分
布反射器などのミラー層を設けた共振器構造が好ましい。この場合、狭い放射角及び高い
発光効率を得ることができる。
【００４４】
（第２の実施形態）
　次に、図４は、第２の実施形態に係る 液晶表示装置２を示す概略図で
ある。この液晶表示装置２は、１対の液晶パネル８０及び発光素子アレイ板８２と、レン
ズ８４と、スクリーン８６と、を有する投写型ディスプレイである。この液晶表示装置２
も、スクリーン８６の前面から見るようにすれば前面投写型ディスプレイとなり、スクリ
ーン８６を透過する光をその背面から見るようにすれば背面投写型ディスプレイとなる。
【００４５】
発光素子アレイ板８２は、図１に示す発光素子アレイ板２０と同様に、複数の半導体レー
ザ１００が配列されて構成される。半導体レーザ１００の光出射部の配置等については、
上記第１の実施形態と同様である。半導体レーザ１００は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ
）の３色のレーザ光を発することができる。その構成について以下説明する。
【００４６】
図５（Ａ）は半導体レーザ１００の断面図である。この半導体レーザ１００は、発光部１
１０、１２０、１３０を有する。
【００４７】
発光部１１０は、ｐ型半導体のクラッド層１１２、活性層１１４及びｎ型半導体のクラッ
ド層１１６からなる。活性層１１４は、青（Ｂ）の波長のレーザ光を発するための材料か
ら形成される。
【００４８】
発光部１２０は、ｐ型半導体のクラッド層１２２、活性層１２４及びｎ型半導体のクラッ
ド層１２６からなる。活性層１２４は、緑（Ｇ）の波長のレーザ光を発するための材料か
ら形成される。
【００４９】
発光部１３０は、ｐ型半導体のクラッド層１３２、活性層１３４及びｎ型半導体のクラッ
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ド層１３６からなる。活性層１３４は、赤（Ｒ）の波長のレーザ光を発するための材料か
ら形成される。
【００５０】
そして、発光部１１０には、電極１１０ａ、１１０ｂにて電圧が加えられ、発光部１２０
には、電極１２０ａ、１２０ｂにて電圧が加えられ、発光部１３０には、電極１３０ａ、
１３０ｂにて電圧が加えられる。
【００５１】
また、発光部１１０は反射鏡１４１、１４２間に介在し、発光部１２０は反射鏡１４２、
１４３間に介在し、発光部１３０は反射鏡１４３、１４４間に介在するようになっている
。
【００５２】
ここで、第１の反射鏡１４１の反射率は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の全ての光に対
して、１００％よりわずかに低くなっている。したがって、反射鏡１４１の少なくとも一
部が、レーザ光の光出射部になっている。この光出射部は、図１に示す実施形態と同様に
、画素電極に対応する領域内に配置される。
【００５３】
第２の反射鏡１４２は、青（Ｂ）の波長の光を反射するようになっている。したがって、
図５（Ａ）に示すように、発光部１１０において放出された青（Ｂ）の波長の光は、反射
鏡１４１、１４２間で往復して、誘導放出により増幅される。
【００５４】
ただし、反射鏡１４２は、緑（Ｇ）及び赤（Ｒ）の波長の光を透過するようになっている
。
【００５５】
反射鏡１４３は、緑（Ｇ）の波長の光を反射する。したがって、発光部１２０において放
出された緑（Ｇ）の波長の光は、反射鏡１４１、１４３間で往復して、誘導放出により増
幅される。また、反射鏡１４３は、赤（Ｒ）の波長の光は透過するようになっている。
【００５６】
反射鏡１４４は、少なくとも赤（Ｒ）の波長の光を反射するようになっている。したがっ
て、発光部１３０において放出された赤（Ｒ）の波長の光は、反射鏡１４１、１４４間で
往復して、誘導放出により増幅される。
【００５７】
以上のように、この半導体レーザ１００によれば、発光部１１０、１２０、１３０によっ
て、青（Ｂ）、緑（Ｇ）、赤（Ｒ）の３色の波長のレーザ光を出射することができる。
【００５８】
特に、この半導体レーザ１００は、光出射部から、青（Ｂ）用の発光部１１０、緑（Ｇ）
用の発光部１２０、赤（Ｒ）用発光部１３０の順で多層構造をなすことを特徴とする。そ
の理由を図５（Ｂ）を参照して説明する。図５（Ｂ）は、光のエネルギーと半導体のエネ
ルギーギャップとの関係を示す図である。
【００５９】
青（Ｂ）の光の波長λ B と、緑（Ｇ）の光の波長λ G と、赤（Ｒ）の光の波長λ R とは、
λ B ＜λ G ＜λ R の関係にある。そして、波長が長いほど、その光のエネルギーが小さい
ことが知られている。したがって、青（Ｂ）の光のエネルギーｈν B と、緑（Ｇ）の光の
エネルギーｈν G と、赤（Ｒ）の光のエネルギーｈν R とは、
ｈν R ＜ｈν G ＜ｈν B
の関係にある。
【００６０】
また、短い波長の光を放出する半導体のエネルギーギャップは大きく、長い波長の光を放
出する半導体のエネルギーギャップは小さいことが知られている。したがって、赤（Ｒ）
用の発光部１３０における半導体のエネルギーギャップＥ gR、緑（Ｇ）用の発光部１２０
における半導体のエネルギーギャップＥ gG、青（Ｂ）用の発光部１１０における半導体の
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エネルギーギャップＥ gBは、
Ｅ gR＜Ｅ gG＜Ｅ gB
の関係にある。
【００６１】
また、光のエネルギーが半導体のエネルギーギャップよりも大きいと、半導体による光吸
収の現象によって、光が吸収されることが知られている。したがって、３層の発光部１１
０、１２０、１３０のうち、エネルギーギャップの最も大きいものを上に配置することが
好ましい。こうすることで、エネルギーの小さな光が、エネルギーギャップの大きな半導
体層を通過しても、光が吸収されない。
【００６２】
そこで、本実施形態では、エネルギーギャップの大きい順に上から、発光部１１０、１２
０、１３０を配置してある。言い換えると、放出する光のエネルギーの大きい順に上から
、発光部１１０、１２０、１３０を配置してある。
【００６３】
こうすることで、放出された光が吸収されることをなくして、光の利用効率を高めている
。
【００６４】
以上のようにして、本実施形態では、一つの光出射部から赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）
の３原色のレーザ光を出射することができる。そして、液晶パネルの各画素を３原色のい
ずれかで表示することができる。
【００６５】
次に、３原色を混合して、他の色を表示する方法について説明する。本実施形態では、３
原色の光の時間的割合に応じて、目の残像作用によって混合色を表示する。
【００６６】
図６は、第２の実施形態における液晶パネルの駆動方法を示す図である。同図に示すよう
に、この駆動方法では、第１フレームＴ 1 は、ＲサブフレームＴ R 、ＧサブフレームＴ G 
及びＢサブフレームＴ B に分割され、各サブフレーム毎に液晶パネルが駆動される。第２
フレームＴ 2 以降も同様である。
【００６７】
ＲサブフレームＴ R 、ＧサブフレームＴ G 及びＢサブフレームＴ B の各期間では、赤（Ｒ
）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のレーザ光が出射される。また、１フレームが、例えば１／６
０秒程度であり、各サブフレームは１／１８０秒程度である。なお、この液晶パネルは、
ノーマリブラックモードで駆動される。
【００６８】
このように、レーザ光が赤（Ｒ）、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）の順で出射され、それぞれの色
のサブフレームに対応して液晶パネルの駆動がされると、液晶パネルを透過する色のレー
ザ光の組合せによって混合色を表示することができる。
【００６９】
例えば、図６に示す第１フレームＴ 1 では、サブフレームＴ R 及びサブフレームＴ G の期
間のみ、駆動信号がＯＮとなって、赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）のレーザ光が液晶パネルを透過
する。そして、これらのレーザ光がスクリーン８６（図４参照）に表示される。そうする
と、人の目には、残像作用によって赤（Ｒ）及び緑（Ｇ）が混ざって、黄（Ｙ）に見える
。
【００７０】
あるいは、第２フレームＴ 2 では、緑（Ｇ）及び青（Ｂ）のレーザ光が混ざって、シアン
（Ｃ）に見える。
【００７１】
こうして、１フレームにおいて透過する２つのレーザ光によって、混合色を表示すること
ができる。また、３つのレーザ光が混合すれば透明色となる。
【００７２】
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本実施形態によれば、液晶パネルの１画素がそのままカラー画素となる。そして、従来の
３ドットで１カラー画素とした液晶表示装置と比較して、本実施形態は３倍の高解像表示
が可能である。
【００７３】
【図面の簡単な説明】
【図１】液晶パネル及び発光素子アレイ板を示す分解斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る液晶表示装置を示す概略図である。
【図３】図３（Ａ）は半導体レーザの斜視断面図であり、図３（Ｂ）は半導体レーザの平
面図である。
【図４】図４は、第２の実施形態に係る液晶表示装置を示す概略図である。
【図５】図５（Ａ）は半導体レーザの断面図であり、図５（Ｂ）は、光のエネルギーと半
導体のエネルギーギャップとの関係を示す図である。
【図６】第２の実施形態における液晶パネルの駆動方法を示す図である。
【符号の説明】
１、２　液晶表示装置
１０、１２、１４、８０　液晶パネル
１８　光学系
２０、２２、２４、８２　発光素子アレイ板
３８　画素電極（光透過領域）
５０、１００　半導体レーザ（発光素子）
５２　反射鏡（光出射部）
１１０、１２０、１３０　発光部
１４１～１４４　反射鏡
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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